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第３回 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会 

平成２５年８月２７日 資料４ 





一般社団法人

日本作業療法士協会

精神障害者に対する
医療の提供を確保するための
指針の策定にあたっての意見

指針策定に向けた
全体的な方向性に関する意見

• 精神科医療を一般医療同等にしていく方向
性を示す。

• 精神障害者の地域生活を保障することを最
優先にする制度にしていく。

• 精神科病床数を減らし，入院医療は必要最
小限にする方向性を明示する。

• 医療，保健，福祉の役割の明確化とスムース
な連携（機関間，職種間等）を確保する。

• 地域生活支援，就労支援，機能的な連携が
できる人材等，人材育成を保証する。
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急性期への参入の
あり方検討（二次救
急医療機関への参
入も含む）

回復期リ
ハ病棟配
置促進

介護老人保健施
設配置促進（通
所・訪問対応力の
強化を含む）

障害者自立支援

【地域生活支援】

市町村介護認
定審査委員会
参画促進

・認知症支援
（介護家族を
含む）強化

・福祉機器、用
具対応力強化

入院精神障害者の退
院促進への参画

・障害者生活訓練・障
害者就労移行等への
参画促進

市町村障害程度
区分認定審査委
員会参画促進

＋

・市町村介護予防事業
・市町村地域支援事業
への参画促進

特別支援教育への参入

精神障害者の地域
生活支援参画促進

【回復支援】

一般病院6,207施設 （23,201）
内：回復期リハ病棟507施設(1,087)

1,332施設（5,550）

常勤 2,148施設（3,830）
兼任 414施設（ 465）
非常勤 193施設（ 212）

（4,507）

訪問看護ステーション常勤455施設（595）
特別養護老人ホーム常勤 398施設（399）

指定短期入所生活介護 21

指定短期入所療養介護 35

指定特定施設入所生活介護 79

指定居宅介護支援 243

指定認知症対応型共同生活
介護

26

指定介護老人福祉施設 937

指定介護療養型医療施
設

2,617

指定訪問看護 1,046

指定訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 2,148

指定通所介護 528

指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 2,916

介護関連サービス（人数：重複）

＋

児童福祉法関連（908）
身障福祉法関連（284）
精神保健関連 （ 94）

有資格者数：61,856
協会員数 ：46,092(内5,279＝休業中）

※図内数値は断りがない限り、専従者数

保健所等
（173）

特別支援学校（91）

・身障ｾﾝﾀｰＢ型（29）
・在宅障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ｽ（53）

医
療

保
健
・福
祉
・教
育

2013.3.31現在会員配置数入り

（842）

(450)

組織率：→74.5％

（370）

（1,285）
診療所配置促進

・通所リハ、訪問リハ
への対応力強化
・訪問リハステーション
創設に向けた動き

※（ ）内または 内数値単位＝人

資料１：協会が対応すべき重点事項（基本的な考え方）

註：有資格者は、第1回国家試験からの合
格者数累計であるため、実態の数を示すも
のではない。
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作業療法の定義
「作業療法」とは、身体または精神に障害のある者に
対し、主としてその応用的動作又は社会的適応能力
の回復を図るため、手芸、工作、その他の作業を行わ
せることをいう。（理学療法及び作業療法士法 昭和40年6月29日）

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
（医政局長通知 平成22年4月30日）

以下に挙げる業務については、作業療法に含まれるものであるこ
とから作業療法士を積極的に活用されることが望まれる。
・移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動にするＡＤＬ訓練
・家事、外出等のＩＡＤＬ訓練

・作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の
職業関連活動の訓練
・福祉用具の使用等に関する訓練
・退院後の住環境への適応訓練
・発達障害や高次脳機能障害に対するリハビリテーション
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精神科作業療法の現状
ＯＴ協会保険対策委員会モニター調査2012より（Ｎ＝１７６項目によって減あり）

• １施設の作業療法士の配置数 4.5名
• １日の一人作業療法士の取り扱い人数 25.2名
（最低5名～最高50名と幅と質?の広がり）

• 外来作業療法の実施施設 50%
• 個別対応が必要な患者割合 全体の17.2%
（必要性は感じるが対応できていない 54%)

• 実施時間２時間に対する意識 「長い」が89.9%
• 身体機能訓練が必要と思われる患者「年々増加」88.3% 

(廃用症候群，運動器疾患，脳血管疾患等）
• 認知症病棟への複数名の配置により退院促進図られ
る

• チームカンファレンスの実施85%(内定期的39.7%）
• 医師，看護師，ＰＳＷとの連携 75～86%

作業療法の目的（作業療法白書2010より）

• コミュニケーション・対人交流の改善(88.5%)
• 生活リズムの改善(87.8%)
• 社会生活適応能力の改善(73.8%)
• 日常生活活動の改善(66.4%)
• 余暇活動の指導・援助(58.9%)
• 認知心理機能の改善(47.5%)
• 健康管理能力の改善(41.4%)
• 運動機能の維持・代償指導（25.4%)
• 運動機能の改善(24.7%)
• 身辺処理能力の改善(23.2%)
• 就労修学前訓練(16.4%)
• 人的環境の調整・利用(15.6%)

入院患者の高齢化

身体機能の低下の伴う
ニーズ

集団活動への参加で
獲得できる項目

個別対応が必要なニー
ズへ対応できていない
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作業療法における作業の意義と

セラピストの役割（２００１．鎌倉）

障害軽減
の

技能獲得
の

よりよい
作業体験
としての

手段 目標 実存

作業の意義

治療 指導 共生

セラピストの役割

対象者の個
別のニーズ
に対応する
ことが原則

今後の精神医療保健福祉のイメージと作業療法士の役割

3急性期（3ヶ月）
クリティカルパス
急性期作業療法

保健・福祉サービス

長期入院者の
退院促進

重度かつ慢性

外来作業療法

急性期対応型デイケア

多職種連携・地域スタッフとのケア会議

回復期（１年未満）
積極的

リハビリテーション

訪 問（看護師，作業療法士，ＰＳＷ等）

診療所作業療法

生活支援 就労支援 居住支援

介護保険サービス

地域支援関係スタッフケア会議

有
機
的
な
医
療
と
保
健
福
祉
の
連
携
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適切な作業療法の提供を目指して

・急性期での関わりを可能にしていく．

・個別支援を可能にしていく．

面接・評価，退院支援，就労修学支援，集団
適応を促す支援等

・アウトリーチへの積極的参画

・チーム医療・地域移行への評価

リハビリテーション実施計画書作成，カンファ
レンス，本人・地域スタッフも入ったケア会議

地域生活を支える仕組み作り

• 必要な時にいつでも受けられる医療の提供
（相談機能，救急体制，診療所機能，アウトリー

チ機能，等の整理と連携）

• 居住サービスの充実
• 就労支援・日中活動支援の充実
• 医療から地域生活を支える部署へ人員転換し
ていく為の強力なインセンティブと教育が必要

• 効率的な連携技術を持つ人材育成が必要
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